
天
武
朝

に
お
け

る
仏
教

「
制

度
化
」
考
 
(
平

野
)

天
武
朝

に
お
け
る
仏
教

「制
度
化
」
考

平

野

不

退
一

天
武
朝

に
お
け
る
仏
教

「制
度
化
」
を
伝

え
る
史
料

と
し

て
は
、

『
日
本
書
紀
』
天
武
二
年

(六
七
三
)
十
二
月
戊
申
条

・
天
武

八
年

(
六

七
九
)
十
月
庚
申
及
び
是
月
条

・
天
武
十
二
年

(
六
八
三
)
三
月
己
丑
条

が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
天
武
二
年

(六
七
三
)
の
僧
官
の
制
度
上

の
究
明
を
課
題
と
し
た
い
。

以
二義
成
僧

為
二小
僧
都
幻
是
日
、
更
加
二佐
官
二
僧
殉
其
有
二四
佐
官

始

(
1
)

起
三
十
此
時

也
。

本
条
は
井
上
光
貞
氏
に
ょ
っ
て
、
推
古
朝
の
僧
正
僧
都
制
の
復
活

・

(
2
)

佐
官
創
設
後
の
記
録
の
初
見
ど
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
田
村
圓
澄
氏
は
、

こ
こ
に
い
う

「佐
官
」
な
る
制
度
に
注
目
し
、
そ
の
特
色
か
ら
天
武
二

年

(
六
七
三
)
の
僧
官

へ
と
論
究
し
て
行
く
。

つ
ま
り
、
律
令
制
下
奈
良

時
代
の
佐
官
関
係
の
史
料
を
駆
使
し
て
、
天
智
朝
に
創
始
さ
れ
た
佐
官

は
、

一
寺

一
佐
官
の
原
則
で
国
大
寺
の
み
に
設
置
さ
れ
た
と
類
推
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
「
文
案
を
勘
署
し
、
ま
た
公
文
を
読

む
主
典
」
に
通
じ

る
機
構
で
あ
り
、
天
智
朝
に
は
四
国
大
寺
中
、
百
済
寺

・
弘
福
寺
の
僧

が
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
田
村
氏
は
、

こ
の
佐
官
の
四
等
官
的

性
格
を
延
用
し
、
天
智
朝
の
僧
官
を

「
僧
正

僧
都

法
頭

佐
官
」

の
制
度
と
し
て
復
元
し
た
。
更
に
、
天
武
二
年

(六
七
三
)
の
政

策

に

つ
い
て
、
「
二
佐
官
増
員
は
、
高
市
大
寺
建
立
に
よ
る
国
大
寺
増

加

の

実
状
に
促
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
行
わ
れ
た
義
成
の
小
僧
都
補
任

1
こ

の
と
き
小
僧
都
の
僧
官
が
新
設
せ
ら
れ

た

の
で
あ
ろ
う

も
、
国
大
寺
増
加
に
も
と
つ
く
事
務
輻
韓
に
対

処

す
る
措
置

で
あ

っ

(3
)

た
」
と
の
結
論
に
逢
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

右
の
田
村
氏
の
見
解
は
、
小
僧
都

佐
官

と
い
う
制
度
の
史
料
上

の
初
出
を
、
天
武
二
年

(六
七
三
)
の
状
況
下
に
据
え
て
検
討
さ
れ
、
高

市
大
寺
移
建
政
策
と
の
適
合
性
を
認
識
し
た
点

に
お
い
て
評
価
さ
れ
よ

う
。

し
か
し
、
そ
の
論
旨
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
佐
官
の
性
格
規
定
に

関
し
て
は
、
た
だ
ち
に
首
肯
し
難
い
側
面
も
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

佐
久
間
龍
氏
は
、
前
述
の
田
村
氏
の
図
式
の
中

で
法
頭
の
存
在
に
疑
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念
を
抱
き

つ
つ
、
天
智
朝
に
お
け

る

「
玄
蕃
寮

的
な

も
の

僧
官
」

(4
)

な
る
系
列
を
想
定
し
た
。
即
ち
、
佐
久
間
説

に
よ
れ
ば
、
天
武

二
年

(
六
七
三
)
の
僧
官
は
、
玄
蕃
寮
的
な
も

の
の
下

に
お
け
る

「僧
正

大
僧
都

小
僧
都
-
四
佐
官
」
の
形
態
と
な
ろ
う

し
か
し
、
佐
久
間
氏
の
所
論

で
は
、

一
国
大
寺

一
佐
官
の
原
則

へ
の
批
判
的

言
及
が

な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
佐
久
間
氏
に
お
い
て
も
、
佐
官
と
四
等
官
制
と
の
関
連

を
如
何
に
解
さ
れ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
等
の
先
学
が
天
武
二
年

(六
七
三
)
の
小
僧
都
を
推

古
朝
の
僧
正
僧
都
制
の
復
活
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
す
る
に
対
し
て
、

『
日
本
書
紀
』
が
伝
え
る
推
古
朝
の
僧
正
僧
都
制
の
成
立
を
虚
構
視
す

る
立
場
か
ら

の
研
究
が
あ
る
。
二
葉
憲
香
氏
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。

二
葉
氏
は
、
井
上

・
田
村
説
に
対
し
反
駁
を
加
え
、
天
武

二
年

(六
七

三
)
条
の

「
記
事
自
体
は
、
少
僧
都
に
対
す
る
僧
都
が
天
智
朝
に
お
い

て
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
に
過
ぎ
」
ず
、
僧
官
制
の
発
展
過
程

と
し
て
は
、

天
智
朝

僧
都

二
佐
官

天
武
二
年

僧
都

少
僧
都

四
佐
官

(
5
)

と
の
経
緯
を
推
測
さ
れ
た
。

若
し
二
葉
氏
の
考
察

の
如
く
、
天
智
朝
に
至

っ
て
僧
都
制
が
創
設
さ

れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
天
智
朝

の
段
階
に
お
け
る
僧
都
制

「制
度
化
」

の
背
景
と
な
る
事
情
を
改
め
て
考
究
し
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。
し
か

し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
天
智
朝
の
宗
教
状
況
の
中
に
あ

っ
て
僧
都
制

(
6
)

創
設
の
画
期
を
、
果
し
て
比
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

二

か
く
の
如
き
研
究
史
の
現
況
に
あ
っ
て
、
天
武
二
年

(
六
七
三
)
の
僧

官
制
に
つ
い
て
再
度
究
明
せ
ん
と
す
る
場
合
、

ど
の
よ
う
な
問
題
点
に

留
意
す
べ
き
で
あ
る
か
を
吟
味
し
て
置
こ
う
。

第

一
に
、
二
葉
氏
に
よ

っ
て
提
唱
さ
れ
た
天
智
朝
僧
都
制
創
始
説
に

対
す
る
検
討
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

中
国
か
ら
の

僧
正
僧
都
制
継
受
の
問
題
も
視
野
の
内
に
含
め
、
僧
正
僧
都
制
成
立
の

時
期
を
解
明
す
る
方
法
を
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
は
、
田
村
説
の
主
要
な
論
点
を
形
成
す

る
佐
官

の
特
色
を
考

察
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
後
世
の
佐
官
の
あ
り
方
を
示

す
史
料
が
大
部
分
を
占
め
る
以
上
、
天
武

二
年

(
六
七
三
)
当
時

の
佐

官
の
制
度
的
性
格
を
具
体
的
に
把
握
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か

し
、
『
日
本
書
紀
』
の
他
の
条
文
に
窺
え
る
佐
官
関
係
の
記
載
を
主
軸
と

し
て
参
照
す
れ
ば
、
田
村
氏
の
主
張
に
対
し
何
等

か
の
批
判
も
ま
た
可

能
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
か
か
る
分
析

の
結
果
、

一

応
筆
者
な
り
の
天
武
二
年

(六
七
三
)
の
僧
官
制
の
形
態
に

つ
い
て
の
考

察
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
は
、
田
村
氏
が
先
鞭
を

つ
け
ら
れ
た
如

く
、
天
武
二
年

(
六

七
三
)
当
時
の
状
況
下
に
お
け
る
僧
官
制

「制
度

化
」

の
意
義
を
論

じ

て
行
き
た
い
。

天
武
朝
に

お
け
る
仏
教

「
制

度
化
」
考
 
(
平

野
)
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天
武
朝
に
お
け
る
仏
教

「制
度
化
」
考
 (平

野
)

『
日
本
書
紀
』
天
武
二
年

(
六
七
三
)
十
二
月
条
に
は
、
僧
官

記
事

の
直
前
に
以
下

の
一
条
を
付
す
。

以
二小
紫
美
濃
王
・小
錦
下
紀
臣
詞
多
麻
呂

拝
下造
三
局
市
大
寺
一司
。
斡
次
館
駅

(7
)

時
知
事
福
林
僧
、
由
レ老
辞
二知
事

然
不
レ聴
焉
。

田
村
氏

は
、
右

の
高
市
大
寺
造
立
と
僧
官
制
成
立
と
の
間
に
、
同

一

の
政
策
の
方
向
を
看
取
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
武
政
権
の

(8
)

仏
教
政
策

の
構
造
を
前
提
と
す
る
時
、

田
村
氏
の
如
き
両
者
の
位
置
付

け
に
は
些
か
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
、
か
か
る
事
情
を
媒

体
と
し
て
、
天
武
朝
初
頭
の
仏
教
政
策
と
し
て
の
僧
官
制

「
制
度
化
」

の
特
性
に

つ
い
て
の
研
究
の
可
能
性
を
論
じ
た
。

以
上
、

本
稿
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
上
述
の
如
き
問
題
点

に
関

し

(
9
)

て
、

天
武

朝

に

お

け

る

仏

教

「
制

度

化
」

の
第

一
段
階

と

し

て

の
天

武

二

年

(
六
七
三
)

の
僧

官

の
制

度

的

性

格

に

つ
い
て

そ

の
論

点

を

指

摘

し

た
。

(
一
九

八
六

年

六

月

一
日
稿

)

1

『
日
本
書
紀
』

天
武
二
年

(
六
七
三
)
十

二
月
戊
申
条

(
坂
本

太
郎

・
家

永
三
郎

・
井
上
光
貞

・
大
野
晋
氏
校

注

『
日
本
書
紀
』

下
、

日
本
古

典
文

学
大
系
第
六
八
巻
、

以
下
大
系

本
と
略
称
、

四

一
五
頁
)
。

2

井

上
光
貞
氏

「
日
本
に
お
け
る
仏
教
統
制
機
関

の
確
立
過
程
」
(
『
日
本

古
代
国
家

の
研
究
』

三
四
〇
頁
等

の
研
究

が
あ
る
。

3

田
村
圓
澄
氏

「
僧
官
制
度

の
成
立
」
(
『
日
本
仏
教
史
』
第

一
巻
飛
鳥
時

代
)

一
四
六
頁
参
照
。

4

佐
久
間

龍
氏

「
古
代
僧
官
考
」
(
『
仏
教
史
学
』
第

ご
巻
第

一
号
)

一

四

六

一
頁
参
照
。

5
 

二
葉
憲
香
氏

「
僧
綱

制

の
開
始
と
寺
院

政
策
」

(『
日
本
古
代
仏
教
史

の

研
究
』
)

一
八
六
頁

参
照
。

6
 
拙
稿

「
孝
徳
朝

十
師
制

の
消
滅
事
情
」

(木
村
武

夫
教
授
喜

寿

記

念

論

集

『
日
本
仏
教
史

の
研
究
』
)

一
〇
八
頁
参
照
。

7

『
日
本
書
紀
』

天
武

二
年

(
六
七
三
)
十

二
月
戊
戌
条

(
大
系
本
四

一
五

頁
)
。

8
 
朝
枝
善
照
氏

『
平
安
初

期
仏
教
史
研
究
』

三
九
頁
、

拙

稿

「
天
武
朝

に

お
け
る
仏
教

『
制
度

化
』

の
背
景
」
(
『
仏

教
史
学
研
究
』

第
二
九
巻
第

一

号
)
参
照
。

9
 

こ
れ
ま
で
仏
教

「
制
度

化
」
に
関
す
る
究

明

の

一
端

と
し
て
、

以
下

の

拙
稿
を
発
表

し
た
。
「
日
本
古
代
に
お

け

る
仏

教

『
制
度

化
』

の
研
究
」

(
『
龍
大
大
学
院
紀

要
』

第
七
集
)
、
「
日
本

に
お
け
る
仏
教

『
制
度
化
』

の

始
源
」
(
『
民
衆

と
仏

教
』
)
、
「推

古
朝

に
お
け
る
僧

正
僧
都

制

の
性

格
」

(
『
仏
教
史
研
究
』

九

・
二
〇
)
、
「
孝
徳
朝

十
師
制

の
問

題

点
」

(
本
誌

三
三

一
)
、
「
孝
徳
朝

に
お
け
る
十
師

『
制
度
化
』

の
背

景
」

(『
龍
谷
史

壇
』
八
六
)
、
「
孝
徳
朝

に
お
け
る
十
師
制

と
僧
正
僧
都
制
」

(『
仏

教
史
研

究
』

二
二

・
二
三
)
、
「
孝
徳
朝

十
師
制

の
先
躍
形
態
」
(
二
葉

憲

香

博

士

古
稀
記
念
論
集

『
日
本
仏

教
史
論
叢
』
)
。

(
龍
谷
大
学
大
学
院

)

-146-


